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▼
対
象
者
＝
雇
用
保
険
を
受
給
し

て
い
な
い
人
、
ま
た
は
申
請
を

し
な
い
求
職
者
で
①
全
日
程
に

参
加
で
き
る
人
②
資
格
試
験
を

受
験
で
き
る
人
。

▼
と
き
＝
８
月
18
日
㊋
か
ら
９
月

２
日
㊌
ま
で
。
時
間
は
い
ず
れ

も
午
前
９
時
30
分
か
ら
午
後
４

時
30
分
ま
で
。

▼
と
こ
ろ
＝
天
草
市
民
セ
ン
タ

ー
。

▼
内
容
＝
文
書
作
成
（
ワ
ー
ド
入

門
〔
履
歴
書
・
職
務
経
歴
書
の

入
力
含
む
〕）、
表
計
算
活
用

（
エ
ク
セ
ル
基
礎
知
識
・
模
擬

練
習
問
題
）。
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ナ

ー
講
習
、
面
接
指
導
な
ど
。

▼
定
員
＝
20
人
（
応
募
者
多
数
の

場
合
は
選
考
に
よ
り
決
定
）。

▼
受
講
料
＝
無
料
（
た
だ
し
検
定

料
５
、１
０
０
円
は
自
己
負

担
）。

▼
応
募
期
間
＝
７
月
27
日
㊊
か
ら

８
月
５
日
㊌
ま
で
。

※
申
込
方
法
な
ど
の
詳
細
は
㈶
熊

本
県
雇
用
環
境
整
備
協
会
☎
０

９
６
（
３
８
２
）
５
４
４
５
へ

お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

　　

県
ア
ー
チ
ェ

リ
ー
協
会
で

は
、
夏
季
例
会

ア
ー
チ
ェ
リ
ー

大
会
の
開
催
に

あ
わ
せ
て
、
初
心
者
を
対
象
と
し

た
「
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
講
習
会
」
を

開
催
し
ま
す
。

▼
と
き
＝
７
月
19
日
㊐
午
前
10
時

か
ら
。

▼
と
こ
ろ
＝
下
浦
運
動
広
場
（
下

浦
町
）。

▼
参
加
料
＝
無
料
。

※
申
込
方
法
な
ど
の
詳
細
は
市
ア

ー
チ
ェ
リ
ー
協
会
の
濵
さ
ん

☎
㉓
８
４
０
３
へ
。

募

集

パ
ソ
コ
ン
資
格
取
得
講
座
の

　

 

受
講
生
を
募
集
し
ま
す

「
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
講
習
会
」に

　
　
　

  

参
加
し
ま
せ
ん
か

全額免除
4分の3免除（残りの4分の1を納付）
半額免除（残りの半額を納付）
4分の1免除（残りの4分の3を納付）

0円
3,670円
7,330円
11,000円

□免除の種類と納付額（月額）
納付額免　除　の　種　類

～国民年金保険料の
　　　　　免除申請を受け付けます～

　国民年金には、経済的な理由などで保険料
を納めることができない人のために、保険料が
免除される制度があります。
　免除の種類は右表のとおり４つがあり、それ
ぞれ本人・配偶者・世帯主の前年の所得などに
よって判定されます。申請して認められると、
申請した月からさかのぼって最初の７月分から
翌年の６月分までの保険料が全額または一部免
除されます。ただし、免除を受けた期間分につ
いては、将来受け取る年金（老齢基礎年金）の
額が減額されます。希望する人は、本庁・保険
年金課または牛深支所・市民課、その他の支所・
市民生活課へ申請してください。
　なお、次の①～③のすべてを満たす人は申請
の必要はありません。①前回の申請時に免除継
続を希望している②全額免除または納付の猶予
（失業を理由として承認された人を除く）を受
けている③確定申告・住民税申告を今年してい
る、または給与所得者で事業所が給与支払報告

書を市に提出している。
　後で経済的に余裕が出てきた場合には、10
年以内であれば免除期間分の保険料をさかのぼ
って納めることができます（ただし、免除の承
認を受けて２年を過ぎた場合は加算額がつきま
す）。
※30歳未満で、本人、配偶者の前年の所得が
一定以下の人は、世帯主の所得に関係なく
保険料の納付が猶予される「若年者納付猶
予制度」が利用できます。

※学生で前年の所得が一定以下の人は、「学生
納付特例制度」が利用できます。この場合は、
一般の免除申請はできません。

　７・８月は「愛の献血助け合い運動月間」です。
　市では、同運動期間中の７月に下表のとおり献血
を実施します。皆さんのご協力をお願いします。
　なお、献血をするときは献血カード（手帳）また
は、身分証明書を持参してください。

実施日

７/ ９㊍

７/16㊍

７/17㊎

７/30㊍

７/31㊎

時　間
9：00～11：00     
12：30～15：30
9：00～11：30
12：30～16：00
9：00～11：30
12：30～15：30
9：00～12：00
13：30～16：00
9：00～12：30
14：00～15：30

場　　所
JA本渡五和本所（南新町）
天草病院（佐伊津町）

市役所本庁

天草宝島国際交流会館ポルト

新和町民センター
新和保健福祉総合センター
倉岳支所
天草フレックス（倉岳町）

献血にご協力をお願いします献血にご協力をお願いします献血にご協力をお願いします

※いずれも400ml献血のみとなります。□献血日程

【問い合わせ先】天草中央保健福祉センター☎㉔3737

　河浦町の一町田地区振
興会では、「一町田地区虫
追い祭りイベント」を開
催します。長さ15ｍ以上
もある旗ざおに、約20枚
の旗を付けた虫追い旗の
競技や演技で、５色の旗
が大空にはためく美しい
光景をご覧ください。
●と　き＝７月19日㊐ 午後２時30分から
●ところ＝一町田小学校グラウンド
●内　容＝「虫追い旗」競技・演技、物
産販売、フォトコンテストなど。
【問い合わせ先】
　　河浦支所・総務振興課地域振興係

「一町田地区虫追い祭り
　　　　　イベント」を開催

▲虫追い旗

　九州旅客鉄道㈱（ＪＲ九州）と㈱シークルーズで
は、本渡港～博多駅間ならびに本渡港～熊本駅間の
お得な往復きっぷを販売します。
　観光、ビジネス、帰省の際は、快適な船と鉄道の
旅をお楽しみください。また、三角港と三角駅間は
歩いて３分程度で、乗り換えもとても便利です。
　なお、往復きっぷは７月１日㊌から販売を開始し、
同日からご利用できます。

□天草・福岡市内２枚きっぷ（大人料金・子供半額）　

●本渡港⇔三角港⇔三角駅⇔熊本駅⇔博多駅
　販売価格　7,500円
●松島（シークルーズ乗船場）⇔博多駅
　販売価格　6,200円

【問い合わせ先】㈱シークルーズ☎562458/ＪＲ九州案内センター☎096（211）2406

福岡・熊本へのお出かけがグーンとおトクになります！
７月１日から７月１日から

□天草・熊本２枚きっぷ（大人料金・子供半額）　

●本渡港⇔三角港⇔三角駅⇔熊本駅
　販売価格　3,800円
●松島（シークルーズ乗船場）⇔熊本駅
　販売価格　2,600円

※いずれも有効期間は、購入日から１カ月間。

【問い合わせ先】 本庁・保険年金課国民年金係（内線1136）
　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　牛深支所・市民課保険年金係、その他の支所・市民生活課市民生活係


